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内閣府独立行政法人評価等のための有識者懇談会議事次第（第17回） 
 

 

日 時：平成30年８月７日（火）10:00～11:22 

場 所：中央合同庁舎第８号館５階共用Ｄ会議室 

 

 

  開 会 

 

１．（独）国立公文書館の平成29年度における年度評価案について 

 

２．（独）北方領土問題対策協会の平成29年度における年度評価案について 

 

３．（独）北方領土問題対策協会の期間実績評価案について 

 

４．その他（今後の予定等） 

 

  閉 会 
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○河田課長 それでは、皆さんおそろいのようでございますので、ただいまから、第17回

「内閣府独立行政法人評価等のための有識者懇談会」を開催いたします。 

 座長、よろしくお願いいたします。 

○田辺座長 早速ではございますけれども、本日は国立公文書館と北方領土問題対策協会

の、２つの独法機関の評価ということでございます。 

 まず、国立公文書館の平成29年度の業務実績の評価案につきまして、公文書管理課長よ

り御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○畠山課長 内閣府大臣官房公文書管理課長の畠山でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 独立行政法人国立公文書館の平成29年度の業務実績に関する評価案につきまして、御説

明させていただきたいと思います。 

 御存じのように国立公文書館は、各行政機関等から移管された歴史公文書等を保存し、

利用に供するということを目的としている独立行政法人でございます。そうした機能を十

分に発揮すべく、平成29年度においても通常業務に励んだところでございますけれども、

その結果といたしまして、公文書館のほうから提出された自己評価、それに対する私ども

からの評価案を御説明させていただきたいと思います。 

 資料が大部にわたっておりますけれども、内容としては、二枚紙の横長になっておりま

す資料１－１に基づいて御説明させていただきますけれども、その中でも特に評価につき

まして、我々としての評価案がＡになっているもの。それから、公文書館から提出された

自己評価としてはＡですけれども、我々のほうでそれを評価案Ｂにしたもの、その事項を

中心に御説明させていただければと思っております。 

 まず、色つきのところの一つ目、歴史公文書等の保存及び利用その他の措置、保存に関

する適切な措置、受入れに関する措置というところでございまして、これにつきましては

主な評価項目としては「歴史公文書等の受入れ後、１年以内の排架（目標：100％）」等々

ということを掲げているものでございます。各行政機関から歴史公文書等ということで、

国立公文書館に移管されたものにつきましては、できるだけ早く一般の利用に供するとい

うことが適当であるということでありますので、１年以内の排架、排架というのはそれを

利用に供することができる状態になるということでございますけれども、そういう目標を

定めてございまして、それを100％で達成するという目標でございました。 

 これにつきましては、主要な業務実績ということで、まさに目標の100％を達成したとい

うことでございます。さらに、今回私どもとして、評価案Ａという材料といたしましては、

他機関が所蔵する資料のデジタル画像を収集し、提供するためのパイロット事業を行った

ということでございまして、これは２機関につきまして、著作権法の関係なども整理した

上で、交渉を重ねてそうした事業につきましても、画像公開を達成したということがござ

いました。そういう実績もありましたものですから、国立公文書館の自己評価と合わせま

して、それがＡであるということでありますけれども、それを認めまして、我々の評価案
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としてもＡということで設定したところでございます。 

 続きまして、その下の緑のところ、利用の促進に関する措置、展示等の実施でございま

す。ここにつきましては、主な評価項目の目標としましては、展示会の入場者数を目標４

万人以上、あるいは国民のニーズを踏まえた、魅力ある質の高い展示等の実施ということ

でございます。展示会等につきましては、これ自体は回数という意味では、例年と変わっ

ておりませんで、特別展２回、企画展６回、デジタル展示２回、館外展も１回ということ

で行ってございますけれども、それを実施した結果としまして、29年度は数値目標比を

147％の約５万9,000人に近い入場者数を達成したということでございます。 

 特に日本国憲法に関する展示を実施したところ、相当程度入館者数が来たということで

ございまして、そうしたことからも、かなりこの展示に力を入れた結果であろうと思って

ございます。 

 また、評定理由にも書いていますけれども、単に展示を従来どおり行うということでは

なくて、魅力ある質の高い展示を行うということで、外国人来館者を意識した英語の解説

文の作成等、あるいは館の所蔵資料の他機関への貸出しについても、修復を行って貸出し

する。もちろん、他機関が所蔵する資料についても交渉の上、この展示に合わせて展示し

ていくなど、そうした積み重ねをもとに展示を行った結果として、当初の目標を相当程度

上回る入場者数を達成したということでございますものですから、館の自己評価はＡでご

ざいますけれども、それを妥当として私どもの評価案もＡということで設定したものでご

ざいます。 

 続きまして、２ページ目の緑の箇所でございますけれども、国際的な公文書館活動への

参加・貢献ということでございます。国立公文書館は国際的なネットワークの中で、対外

的な活動、国際協力ということにも様々な力を入れているところでございますけれども、

29年度の目標としましては、国際会議の発表回数を２回、情報の発信・収集、諸外国の公

文書館との相互協力、訪問・研修受け入れということでございます。国際会議の発表回数

が２回が多いのか少ないのかという議論はありますけれども、目標としては２回でありま

したが、実際は５回ということで250％と、数字の上ではそういう数字でございます。 

 それとともに各国との協力というのを先ほど申し上げましたけれども、例えば、右側の

評定理由のところでございますけれども、ベトナムの国家記録アーカイブズ局との間で覚

書を取り交わしまして、平成30年度が外交関係樹立45周年ということでありますけれども、

双方のホームページでの資料紹介に向けて、連携を行ってきたということでございます。

これは、ここにも書いてありますとおり、国立公文書館のそうした取組としては、初めて

の事業ということでありまして、そうした取組を評価するという趣旨から、公文書館の自

己評価Ａに対しまして、我々としても評価Ａということでつけているものでございます。 

 その下でございます。研修の実施その他の人材の養成に関する措置でございます。国立

公文書館の主要な業務としまして、各行政機関、あるいは地方公共団体、あるいは独立行

政法人等、他の独立行政法人等の職員を受け入れて研修を行うことについて、かなり力を
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入れているところでございますけれども、29年度の目標としましては、年間の延べ受講者

数を1,200人以上でありますとか、満足度の向上でありますとか、そうした目標を掲げてい

たとこでございます。これにつきましては数字の上では、主要な業務実績に書いてありま

すとおり受講者数は1,841人、数値目標比153％ということであります。それから、高い受

講者満足度も達成したということで、概ね９割以上という形でございます。 

 もう一つの主要な取組といたしましては、国立公文書館のほうで専門職員、まさに歴史

公文書としての価値判断を行う者としての、アーキビストの人材育成みたいなことを進め

てございますけれども、これについては国立公文書館の中で有識者会議を開きまして、ア

ーキビストに求められる職務として、どういうものがあるかということについて検討を重

ねた結果としまして、そこに書いておりますアーキビストの職務基準書というものを昨年

末に策定して公表してございます。この分野につきましては、公文書館の自己評価はＡと

いう評価でありますけれども、研修受講者数についても水準を上回るところ、それから、

このアーキビストの職務基準書について、かなり積極的な取組であることを評価いたしま

して、国立公文書館の自己評価どおりＡということで、評定案としてございます。 

 なお、研修につきましては、昨今の公文書管理に関する関心の高まりを受けまして、か

なり各行政機関等からも研修を受けさせてくれという要望が、国立公文書館に引き続き来

ておりますものですから、この数字自体もこれからさらに増えていく、少なくとも今年度

は相当増加する見込みであるということのようでございます。 

 続きまして、少し赤茶色、そういう色で塗っておりますのは、国立公文書館の自己評価

がＡであったところを、我々の評価案としてはＢということでつけておるところでござい

ますけれども、アジア歴史資料センターにおける事業の推進ということで、アジア歴史資

料センターは、主に戦前期を中心とした外交資料、あるいは防衛省が所蔵している資料等

を一括して一元的に、主に電子的に見ることができるサービスを提供しているところでご

ざいますけれども、ここにつきましては主な評価項目としまして、受入れから１年以内の

公開達成率を100％でありますとか、公開データの解読補正作業等々の目標を掲げてござい

ます。受け入れから１年以内の公開という意味では、100％の数値目標を達成していること

もありまして、国立公文書館からの自己評価はＡということでございますけれども、私ど

もとしても、その様々な積極的な取組によってかなり前進している、あるいは目標を大き

く上回っている数字もあるということは評価するものの、その他の項目では所期の目標上

回る成果を上げているとまでは認められず、全体としてはＢという評価案が妥当ではない

かと思っているところでございます。 

 その下の緑色のところは自己収入のところでございまして、国立公文書館はそんなに派

手にではありませんけれども、自己収入の増加のための活動を行ってございます。目標と

して29年度は写しの交付を除く有償頒布等210万円以上という目標を掲げておりましたけ

れども、これを相当程度上回る589万円という成果を達成したということでございますもの

ですから、ここにつきましては公文書館の自己評価どおり、評価案としてはＡということ



4 

 

で設定してございます。 

 それ以外の項目につきましては、詳細に御説明はいたしませんけれども、全体として他

の項目は国立公文書館からはＢ評価ということでありまして、我々としてもそれが妥当で

あろうと思ってございます。 

 そうしたことを踏まえまして、一番下の総合評定のところにつきまして、かなり各項目

で積極的な取組をしていて、相当程度目標を上回っているというところが認められます。

入場者数でありますとか研修の受講者数、そうしたところにつきましては、相当程度活動

の成果が認められるというところでありますけれども、全体評価という意味ではＢ評価と

いうことでございます。こうした評価で御説明をさせていただき、皆様の御意見を伺いた

いと思っておりますので、非常に簡単ではございますけれども、私の説明とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○田辺座長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 石川委員、どうぞ。 

○石川委員 ２ページ目のアーキビストの職務基準書について伺いたいのですけれども、

具体的にどういうものなのか。アーキビストはどのような人がいいですとか、そういうこ

とが書かれているものなのでしょうか、それとも具体的な手続書、こういう流れで職務を

行っていくといった内容なのか、そういったことを教えていただけますでしょうか。 

○畠山課長 アーキビストの職務基準書は、問題意識としてはこれからアーキビストとい

うのを育成していって、人材を豊富にしていき、ひいては国立公文書館の中にも、そうい

う人材を登用していくことを目標にしているものです。職務基準書は、どちらかというと

アーキビストとしてどういうことを知っている必要があるか、知識として持っている必要

があるかということについて、いろいろなアーキビストという言葉はあったのですけれど

も、皆がそれぞれ一致して認識しているものというのはなかったと認識しておりますもの

ですから、こういうことをやればアーキビストとして、一つの専門家たり得るということ

について、詳細に述べて整理したものでございます。 

 アーキビストのそれぞれの業務段階で、例えばこういうことが必要である、公文書管理

法に関する必要だとか、適性に関しての知識が必要だとかということを整理したものでご

ざいまして、ただこれ自体は今の段階では国立公文書館としての案でございますけれども、

詳細は国立公文書館が説明したほうがいいのかもしれませんが、現在、各団体等とも国立

公文書館がつくった案をもとに、実用性があるのかどうかということをさらに固めている

段階と承知しておりますものですから、昨年末につくったものをさらにブラッシュアップ

して、本当に役に立つものとしてつくっていくという方向性と聞いてございます。 

 何か補足はありますか。 

○中田次長 今、畠山課長から大体御説明いただいたとおりで、尽くされていると思いま

すけれども、今後我々として、今お話があったように他の機関等々、あるいは大学関係の
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方々とも意見交換をしながら、より実用性の高い職務基準書、さらに言えば、研修で使う

カリキュラムがそれに沿った形で、両輪となって定着していくようにしていきたいと考え

ております。 

○石川委員 ありがとうございます。 

○田辺座長 よろしゅうございますか。他はいかがでしょうか。 

 それでは、大隈委員、お願いいたします。 

○大隈委員 １ページ目のところで、今回、展示会の入場者数が147％ということで、先ほ

どテーマもよかったし質も高くということで、その中で外国人の方というのがあったので

すけれども、こちらの外国人の方は何か分析みたいなので増加率とか増加数とか、どうい

ったお国の方が多いとか、何かわかる範囲でそういう調査、分析等もされていらっしゃる

のでしょうか。 

○畠山課長 私はデータを持っていないので、すみません。 

○中田次長 今、手元に数字はないのですけれども、定量的なものではないのですが、や

はり中国などアジアの方々のようです。日本に御来訪いただいている方が増えているベー

スもあるのかもしれませんけれども、そういった方々の大人の方々が多い印象を受けてご

ざいます。もちろん、お子さんの方々も、土曜日に開館しておりますので、御両親等が連

れてきていただいているケースも日本人についてはあるのですけれども、外国人という観

点からいうと、今、申し上げました中国などアジアの方々が多いような印象でございます。 

○大隈委員 そうすると例えば日本国憲法とかでしたら、日本人も特にというのはわかる

のですけれども、この外国人の方には、それなりの広報みたいなことをされていらっしゃ

る結果なのでしょうか。それとも特にはしていないけれども、増えている。全体的に外国

人が今増えていますからね。そうすると母数が上がるという感じになれば自然と来ていた

だけているということなのでしょうか。 

○畠山課長 全く数字がなくて申しわけないですけれども、例えば秋の特別展では、デン

マークの関係の展示なんかもやっていまして、そういう外国との関係みたいなものもやっ

ているものですから、そういうことでデンマーク人が何人来たかというデータを持ってい

るわけではないのですが、日本人だけが見て楽しいというものだけではないことも、心が

けてはいるということだと思います。すみません、数字的な説明ではないので、余り説得

力がないかもしれません。 

○大隈委員 ありがとうございます。 

○田辺座長 他はいかがでございましょう。 

 私のほうから何点か、特にこの色がついているところは、一応確認しておかないとまず

いかなと思います。 

 まず、１の２の公文書等の保存及び利用のところの措置に関わるところで、受け入れの

ところでございます。一つは、司法行政文書の移管のところでアドバイザリー的な役割を

果たしたというところなのですが、５カ年か何かの公文書等の移管計画というのができた
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ということでございますけれども、これは司法行政文書の実際にこちらに受け入れる範囲

というのは、どのくらいのものを設定しているのでしょうか。 

 要するに昔、大学のほうで一時期、下級審のものを預かっていまして、これは捨てられ

たらたまらんぞというのが恐らく大学側の基本的な関心であったと思うのです。ただ、レ

コード数からいうとどうなのかなと。例えばいろいろと書いてある資料１－２の10ページ

の司法行政文書2,383ファイルのところをやると、29年度だけに保存期間が満了するものに

限定されてはいますけれども、18ファイルで27とか、検討したこのオーダーに比べると二

桁ぐらい違っています。これは中身がどういう基準になっているのかというのをお教えい

ただければというのが１点目でございます。 

 ２点目は、資料１－１の２ページ目のところでございますけれども、10の国際的な公文

書館活動への参加・貢献というところで、ベトナムとの協力覚書ということで、非常に大

きな一歩であるということに関しては、そのとおりだという気はしているのですが、他方、

これはどのくらいまで広がっていくものなのでしょう。大体ベトナムからスタートすると、

ベトナムより有り体に言うとデベロップドなところはいいかという感じになって、もう少

しディベロッピングなところを対象とするとか、今後の計画の中でどこら辺を見据えてい

るのか、あと実際に申し出があるようなところというのは、どんなところなのかというの

がわからないので、お聞きしたいというのが２点目です。 

 ３点目は、次の11の人材の養成のところでございます。御質問等ありましたけれども、

アーキビストの職務基準書というのをつくって、これを今、フィージビリティーとか実現

可能性をチェックしているところなのだろうと思うのですけれども、ただ有り体に申し上

げて、こういうものをつくると次の段階だと、普通考えるのは資格を何かつくらなければ

いけないということで、国家資格にするのか、それとも外の団体に任せてやるのかとか、

いろいろな部分はあろうかと思うのですけれども、そこら辺の目途とか、こういう方向性

で何時ぐらいまでにというところがございましたら、お教えいただきたいと思います。特

に国立公文書館というのはアーキビストというのがありますが、他方で世の中に存在して

いるのは図書館での司書みたいなのがあって、そこの線引きをどうするのかとか、いろい

ろな司々の争いも、そのうちに出てくるかという感じもしないでもないので、何かこの後

のステップのところでどういうことをお考えかというのをお聞かせいただきたいというの

が３番目です。 

 ラストは、12のアジア歴史資料センターのところで、ＡをＢに引き下げるということを

やっているのですが、これは有り体に申し上げて、４つぐらいの事業をやっていまして、

要するに受け入れるというのと、公開データの補正をするというのと、リンクを張って資

料の提供機能を拡充するというのと、あとは広報機能という４つぐらいあると思うのです

けれども、基本的にこのアジア歴史資料センターにおけるエフォート率というのはどのよ

うなものなのでしょうか。 

 恐らくアジア歴史資料センターの主張というのは、遡及点検のところで一生懸命2,000
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のところを3,000以上頑張ったというところなのですけれども、アジア歴史資料センターに

おける業務のウエートというのがよくわからないものですから、例えばこれが70％を占め

ているのだったらＡかなという気もするのですが、他方これが５％ぐらいだったら下げる

のは当然という感じもするので、そこら辺の業務エフォートのウエートというのでしょう

か、そこら辺をお教えいただきたいというのが４番目でございます。 

 以上、４点ほどを確認のために伺わせていただきました。 

○畠山課長 私だけで答えられないところがあるかもしれませんけれども、まず司法行政

文書、今回のパイロット事業というのは、司法行政文書について行っているということで

はなくて、司法行政文書のほうは、私どもと最高裁とのほうで申合せをしておりまして、

それに基づいて受け入れているということでございまして、どちらかというとまさに司法

行政ということなので、広報関係の資料とか、そういうものを中心として受け入れている

という状況が多いと聞いております。もし、詳細フォローがあればですけれども、まさに

判決文とかそういう話はまた別途あると思うのですが、これはまさに行政という観点でで

す。 

 それから、順番に、ベトナムのほうはこういうことで行っておりまして、今、国として

それ以外に何か具体的にこういう国とやっているということではありませんが、個別の分

野については様々な国とのいろいろなやりとりをしていまして、例えば最近ではオースト

ラリアとの関係で、第二次世界大戦開戦時に押収された資料について、民間企業の活動の

文書の寄贈受入れに向けた準備を行ったりとか、そういう取組をやっていますけれども、

包括的な国同士の関係というのは何かやっていますか。 

○中田次長 今のところはないですけれども、ただ館長が東アジアの公文書館の会議、

EASTICAの議長をしておりますので、そういったこともあれば、今後順次検討はしていきた

いと思いますが、今のところ具体的に何かというのはございません。 

○畠山課長 アーキビストの関係ですけれども、まさに御指摘のように、これは職務基準

書をつくるのだけではなくて、将来何らかの認定みたいな形をとりたいと思っています。

ただ、その資格は何か正式な、例えば極端にいうと法律に基づく資格みたいなことは、な

かなか今の時代は難しいところもあるのではないかと思っていまして、一定こういう職務

基準につきまして、先ほど申し上げているような、いろいろな団体との調整ができるよう

になれば、それをもとに例えば国立公文書館等で一定の研修をやって、それを終えた者に

対しては、国立公文書館認定のアーキビストとするみたいなことができるかのどうか、そ

ういうことを時間がかかるかもしれませんけれども、やっていく予定でして、そういう意

味で純粋な資格ということはなかなか難しいかもしれませんが、そういう取組はやってい

きたいと思ってございます。アジ歴のほうはどういうふうに。 

○中田次長 基本的には、各館から提供を受けた資料画像を公開し、インターネットを通

じて利用していただくというのが一番のウエートでございますので、ただその中で当然遡

及して、記録の補正みたいなことをしていくという流れの中の数字のことは、かなり頑張
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って上げていったりとか、資料にもお書きいたしましたけれども、検索の便のための300

文字のワードをつけて、いろいろな形で検索しやすくするような形をやっているのですけ

れども、どちらかというと利用していただくというのが一番のウエートでございますので、

解読補正作業のみで業務のウェートが70％というところまでは、なかなか言いがたいのか

なと思います。ただ我々としてはそういった利用していただくために、こういったことを

着実に進めていきたいと思っているところでございます。 

○田辺座長 わかりました。 

 他はいかがでございましょう。大隈委員、どうぞ。 

○大隈委員 ２ページ目の３の財務内容の改善に関する事項ということで、今回、数値目

標を280％達成ということで、１－２の資料を拝見いたしますと、51ページにどういったも

のがふえてということが書いてあったりするのですけれども、こちらに販売経路拡大の工

夫と書いてありますが、これを簡単に、どういった内容で、広報的に何かあったのかどう

か、教えていただいてもよろしいですか。 

○中田次長 館外展示の際に、今回であれば福井の方とも協力の際に、いわゆる我々のグ

ッズも置かせていただくようなスペースをつくって、先ほど畠山課長からもありましたよ

うに、そんなに大々的なものではありませんが、少しでも認知度アップみたいなこともあ

わせて、グッズを売るというような販路拡大みたいなことをやっているところでございま

す。館外展示やSNSを活用をしながら、そういったグッズもあるということも紹介して、御

来館いただいて、そういった方々に手にとっていただくようなことを進めていきたいと思

っております。 

○大隈委員 ありがとうございます。 

○田辺座長 他はいかがでございましょう。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、御質問等は多々ございましたけれども、特に評価に関してこれでよろしゅう

ございますでしょうか。あとは最後のところの総合評定というのでＢということと、あと

評定理由のところの考え方、12のうち４でＡというところの文章も含めまして、こちらで

よろしゅうございますでしょうか。さらっとした文章ですけれども、大丈夫ですか。 

（委員首肯） 

○田辺座長 わかりました。それでは、国立公文書館の平成29年度業務実績の評価案につ

いては、当懇談会としてはこちらの評価案のほうを支持する、サポートするということで

確定したいと存じます。どうもありがとうございました。 

 それでは、公文書管理課、それから、国立公文書館の皆様方は、こちらのほうで御退席

いただいて結構でございます。どうも御説明を含めましてありがとうございました。 

（公文書管理課・国立公文書館退室） 

（北方対策本部・北方領土問題対策協会着席） 

○田辺座長 続きまして、北方領土問題対策協会の独法評価に入ってまいりたいと思いま

す。 
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 今回は２つございまして、１番目は平成29年度の業務実績の評価、２番目としては第３

期の期間実績評価が議題となっておりますので、まず初めに、平成29年度の業務実績の評

価を議題としたいと存じます。 

 それでは、齊藤北方対策本部参事官より御説明をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。 

○齊藤参事官 よろしくお願いします。 

 今、座長から御指示のありました29年度の評価、それから、29年度を含める５年間の評

価ですけれども、ちょうど１年ぐらい前に、いわゆる見込み評価ということで、ある意味

29年度の８月ぐらいまでをお話をさせていただいておりまして、それの年度の残りの部分

と、それからあわせて残りの部分を含めて、この５年間の評価がどう最終的になっている

かということだと思いますので、場合によると２つが、合わせて説明をすることになって

しまうかもしれませんが、資料２－１と資料３－１、それぞれ概要として整理をしている

ものをもとに、今、申し上げたように、前回以降の動きも少し丁寧に説明しながら、まず

29年度の業務実績の評価ということについて説明をさせていただきたいと思います。 

 項目としてまず、Ⅰの（１）世論啓発の部分ですけれども、昨年の時点で29年度の全体

計画については、見込み評価の中に記述をした上で、それを実施したということでござい

ますけれども、まず①の返還要求運動の推進のところでございますが、当該年度のリアル

イベントということで、全国各地でお客さんに北方領土の問題について、気軽に触れても

らおうという「ふれあい広場」という名称を付してイベント実施をいたしました。できる

だけやわらかく入りやすいようにということで企画をしまして、それぞれの会ごとに、表

に書いてありますように、所期の目標の達成というのはできておりまして、内容的にさら

にどうバージョンアップをしていくのかということが、今後の課題として浮き彫りになっ

たということで、そこに書かせていただいています。 

 具体的には、中期目標の際にも御説明しましたけれども、この北方領土を取り巻く問題、

対露の関係ですとか、当時者も元島民の方だけではなくて、この世論啓発の受け手の国民

の方々も戦後世代のほうが圧倒的多数となる中で、若い方々へのシフトというものをしっ

かりと意識をしてやっていかなければいけないということが、このイベント実施を通じて

も確認をされたということでございます。いずれにしても、評価に関してはここに書いた

ように、アウトプットとして所期の目標を達成していることでＢをつけてございます。 

 全部やっていると時間がかかりますので、その次の（２）北方四島交流事業でございま

す。御承知のとおり、北対協は交流事業、主として派遣の「えとぴりか」による事業、そ

れから、受け入れのほうは外務省の委託という形で事業を実施しておりまして、昨年の８

月以降も、特に９月に実施をした会では、テーマとしてコスプレ、要はロシアでも実はコ

スプレは非常に人気ということもあって、できるだけ交流する相手のライブリーなニーズ

に対応して、相互理解を深めようということでコスプレをテーマに、神戸学院大学の先生

で、そういったことを研究されている方がいて、その先生も含めて、専門家ということで
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来ていただいて、実際に現地でも、または船内でもそのコスプレをテーマとしたイベント

などもやり、特に四島側での交流では大変盛り上がったということでございまして、近年

どうしても交流プログラムが、なかなか地元の方に関心を持ってもらうために工夫をして

いるのですが、必ずしも十分な効果が発揮できていない部分もあるということで、今回こ

れは非常によかったと思っています。 

 実は本年度もそれをさらにバージョンアップする形で、９月の回を準備しておりまして、

ここの部分は中期目標のところで申し上げましたけれども、交流事業も交流事業だけで終

わるのではなくて、それを世論啓発にもつなげていこうということを強く中期目標では打

ち出しておりまして、実際に昨年の回は必ずしもそういうことが、十分に目が行き届いて

いないところもありましたので、今年度はさらに四島側でも反響が強いということならば、

それを国内でもしっかり還元をして、より多くの人にこの事業に関心を持ってもらい、ま

た北方領土の問題に関心を持ってもらうという取り組みを推進するということでございま

す。この交流事業に関してもその後、昨年度当初計画をしていたものよりもしっかりと目

標どおり達成ができているのでＢという評価をしたところでございます。 

 それから（４）元島民の援護というところの中に、実は結構注目を集めた事業が入って

おりまして、いわゆる航空機特別墓参という呼び名で呼ばれておりますが、制度的には航

空機を利用した墓参を中心とする自由訪問という枠組みでやっているのですけれども、要

は元島民の方々が高齢化してきているということで、身体的負担の軽減というのは非常に

重要という文脈の中で、一昨年の日露首脳会談において首脳同士で合意をした事業でござ

いまして、昨年度のこの会議の際には、６月に準備していたものが濃霧のため中止になっ

ていたというところまで御報告をしたと思いますけれども、９月に再チャレンジというこ

とでしっかりと実施をすることができたということでございまして、このオペレーション

を北対協が担っているということで、非常に大きな成果を上げられたと思っています。 

 これに関しても、本年度も引き続き首脳間で実施をするということを合意をいたしまし

て、本年度の第１回目として７月22日、23日の２日間で実施をしたところでございまして、

昨年の実施の際のいろいろなレッスンもあったものですから、それらも含めて本年度は１

泊２日の行程を含んで、余裕を持ってそれぞれ目的地であった国後島、択捉島の墓参を完

遂してきたということでございます。 

 念のため申し上げると、本年度も２回のオペレーションを予定しておりまして、２回目

に関しましては今後ロシア側との調整を経て、適切な時期に実施をする予定でございます。

この部分も先ほどの公文書館の評価を見るとＡが結構並んでいて、Ａがたくさん並ぶ評価

書はいいなと思いつつ、一応Ｂの範囲内ということで独法の側もＢをつけてということに

なっていますが、要するにこういう当初の予定にないものも含めて、日露関係は非常に動

きが速い中で北対協に求められる対応業務も、年度の途中でもさらに増えてくるなんてこ

とも容易に想像がつく中で、場合によるとそういったこともしっかりと対応をしたという

ことであれば、Ａをつけていく必要があるのではないかと担当参事官としては思っている
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次第でございます。 

 最後の行、北方地域旧漁業権者等に対する融資でございます。こちらに書いてあります

のは昨年度中に実施をいたしました、融資メニューの見直しが書いてございまして、具体

的にはこれも先ほど来言っていますように、元島民の方々が高齢化している中で、資金需

要についても現状のメニューをさらにそれに対応させようということで、具体的には特に

今回は介護ということを意識して、そういったことに対する資金というものをメニュー化

したということでございます。制度そのものは法律事項でございますけれども、実際に細

かなメニューに関しましては、こういったユーザーのニーズを踏まえて随時見直していく

という方針になってございまして、その対応を昨年度中にしたということでございます。

それも含めてＢということにしております。 

 他方、この話に関しましては、実はさきの通常国会でそもそものこの旧漁業権者法の改

正が行われまして、今、申し上げた高齢化というところもあって、制度そのものがさらに

バージョンアップをされています。具体的にはこれまで融資資格の要件として、主として

金銭的なサポート、元島民の方々を金銭的にサポートをしている２世、３世の方も資格を

承継できるという仕組みが現にあるわけですけれども、それを非金銭的な、まさに介護と

か同居をして非金銭的に生活を支えているような方々に対しても、融資資格が与えられる

ようにするとか、または金銭的な支援の仕方についても、どちらかというと制度が当初予

定しているのは、恐らく同居をして家計も含めて全部親を支えているというケースだと思

うのですけれども、別居仕送り方みたいなものも多くなっている。またはそうすると金銭

的に支えている者が１人ではなくて２人、３人というケースもあり得るだろうということ

で、これまで１人に限られていた承継対象者を複数にできるようにした。そんな改正でご

ざいますので、これに関しましては法律で施行日が来年４月１日となっておりますので、

それに向けて北対協と制度官庁である我々と、それから農水省とを含めて施行に向けた準

備を急ピッチで進めてございます。 

 先ほど申し上げたメニューの見直しに関しても、ばらばらと実施をしても混乱を来しま

すので、まとめて来年４月１日から新制度として施行していこうということで準備をして

いる次第でございます。評価については先ほど申し上げたようにＢとつけてございます。 

 次のページの業務運営の効率化に関する事項でございます。ここは今回評価をする上で

悩んでいる部分でございまして、人件費の適正化という項目がございます。これは政府の

方針で人件費抑制という文脈の中で、独法に関する一般ルールとしてもいわゆるラスパイ

レス指数を意識して国家公務員より低い水準を云々。そんなことで抑制策をとられてござ

います。 

 他方、独法に関しましては、恐らく極めて専門的な業務内容、またそのスキルが求めら

れる職位とかいろいろなもの。または北対協のように、職務内容的には極めてハイスキル

というわけではないかもしれませんけれども、非常にこういった政治的ハイレベルな政策

判断の中で、予定しているもの以上のパフォーマンスがどうしても求められる。スタッフ
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そのものは急に倍増とかできませんので、その中でパフォーマンスを上げることが求めら

れるような組織もございます。 

 そのような中でどうしても全体ルールがあるものですから、なかなか飛び抜けたことも

できないということで、一応、現行の中期目標では、職員の成績を給与に反映するなど要

はモラルの向上という観点で、給与体系を少し見直せないかということに取り組んでおり

まして、まだ実は体系そのものは見直しの実施をしていないのですけれども、こういった

ことを実施していくと要は組織全体が、例えば評価でいうところの当初予定プラスアルフ

ァでＡだというパフォーマンスを上げるとすると、それは一人一人にそれを還元していっ

ても、このルールが守れないのではないかということもありまして、今回はまだそこまで

の水準に至っていないものですからいいにしても、今後このような、引き続き年々北対協

に求められるパフォーマンス向上ですとか、新たなミッションとかを完遂していくと恐ら

くこれは飛び出て、そこに対してそのままでいくと何とＡではなくてＣという評価をしな

ければいけなくなるという構造的欠陥が私には感じられます。それはまたその段階でこち

らに来て泣きつこうと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後に内部統制のところに目立つ記述をしてございます。我々の評価としてＣをつけて

いるところでございます。これは何かと言いますと、内部統制ですので通常組織に求めら

れるコンプライアンスですとか、必要な規定の整備等々に関してはしっかりと他の独法並

みにやっていただいております。実際に特にコンプラなどにしても、委員会を開催して日々

の業務の監視等をしていただいている。 

 そんな中で今回、元嘱託職員ということで既におやめになった方なのでございますけれ

ども、賃金未払いの請求を受けまして、実際に業務実態を確認するとおっしゃっているよ

うな業務実態であった。ただ、そもそも嘱託職員に関しては規定が余りちゃんと整備をさ

れていなくて、実際に採用の際に口頭で嘱託職員に関しましては勤務時間外手当はありま

せんということはしっかりと説明をし、御理解をいただいていたはずなのでございますが、

そういった口頭での説明ですとか、全て必ずしも今の雇用情勢を考えると十分ではないだ

ろうという気もございまして、まずは、当該事案については別途請求のあった未払い分に

ついては、確認できたものについてはお支払いをした。あわせて、そういったことが今後

生じないように規定を改正して、今後再発しないようにしたということでございまして、

対応としてはやるべきことをやっていると評価をしている反面、結果として国の組織で未

払いが生じてしまったことに関しましては、このままＢというわけにはいかないというこ

とでＣをつけた次第でございます。 

 これらを含めまして最後のページですけれども、全体を通して他の項目はＢということ

でございまして、先ほど、るる申し上げましたように、通常のミッションに加えて、極め

てハイレベルな対応も含めてしっかりと完遂していただいているので、全体はＢと思った

反面、最後につけたＣの部分の反映でございますけれども、しっかりと再発防止も含めて

対応をしているということで、これをもって全体評価を落とすというほどの評価ではない
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と判断をいたしまして、全体評価はＢとさせていただいた次第でございます。 

田辺座長 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に関しまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

 石川委員、どうぞ。 

○石川委員 １ページ目の元島民の援護のところで、初めて航空機を使ったということな

のですけれども、これは自前のものなのか、それともチャーターなのか。 

○齊藤参事官 チャーターでございます。 

○石川委員 チャーターですか、わかりました。船はたしか自前だったと記憶していて、

船は自前のものという認識でよろしかったでしょうか。 

○齊藤参事官 船も厳密にいうと、船自体は民間会社が建造したものなのです。ただ建造

に際しては、長期傭船をするという約束を取り交わして建造していただいているので、そ

れに関しては約束どおり14年間で、しっかりと建造分は回収できるという前提の建造です

ので、自前に近いかもしれません。飛行機に関してはそもそも維持するのがとても大変で

すし、実際に飛ばすのも、今回に関してはロシアの航空会社をチャーターいたしまして、

日本の会社にも声はかけたようですけれども、なかなか北方四島の空港に飛行機を飛ばす

ことに関していろいろな面で困難があるということで、そこの空港に実際に路線を持って

いる航空会社をチャーターすることになりました。 

○石川委員 わかりました、ありがとうございます。 

 コストというよりもむしろ、元島民の健康状態を心配しております。元島民は、相当高

齢化しているのだろうと認識しておりましたので、たしか328名が６回に分けて行かれたと

いうことが記載されてあったと記憶しております。仮に、船ですと海が荒れると、相当船

酔いで、気分が悪くなる方もおられるだろうと思われます。飛行機を使わないと、今後は

無理な方もおられるだろうといと思われます。それから28名が行くことができているよう

なのですけれども、そもそも元島民１世の方は、どれぐらいの方がまだご存命でいらっし

ゃるのかというのが気になったところでありましたので、伺いたかった次第です。これが

大きな１点。 

 もう一点なのですけれども、２ページ目の内部統制で未払い賃金ということがございま

す。これは本人が言ってきたことからわかったということですか。 

○齊藤参事官 そうです。 

○石川委員 質問の趣旨は、なぜ、この問題が起こってしまったのかということです。帳

簿の管理上の問題なのか、そしてその対応策として、規定を設けられたということなので

すけれども、それをつくることによって、どのような対応ができているのかという、以上

２点、伺いたく思います。 

○齊藤参事官 まず、元島民の分母に関してですけれども、千島連盟さんがまとめている

データによると元島民、いわゆる１世という方で7,000を切って6,000数百です。ちょっと

古いですけれども、28年３月31日現在で6,641、それが徐々に徐々に減っている状況でござ
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います。 

 航空機、船の話ですけれども、おっしゃるとおりで船は非常に荒れて、今も毎回墓参な

り自由訪問をやっているのですが、荒れるとなかなか船内も大変だし上陸も大変で上陸で

きずに断念なんてこともあります。身体的負担軽減策ということで、航空機について安倍

総理から提案いただいて、プーチン大統領が受けてくれたというそういう流れです。 

 他方、昨年９月、それから、今回やってみてわかったこと、またよく考えればわかった

のですけれども、飛行機で行ける場所というのは限られています。空港がなければおりら

れません。空港から行ける墓地しか行けません。墓地の中にはそもそも海上から、上陸用

舟艇に乗りかえていかないとアクセスできないような墓地もあったりするので、いろいろ

調整の結果、今回たまたま昨年９月に実施したところと同じ墓地を訪問先としたのですけ

れども、今後それをどこまで拡大していけるのか、航空機オペレーションの拡充と、そう

は言ったって陸路でアクセスできないところに関しては引き続き海からみたいな話だとか、

そういうもののベストミックスになっていくかと思っています。 

○木村局長 あと私のほうから、航空機の墓参で一つつけ加えて申し上げたいのですが、

今回の、先月の航空機墓参は私も実際に乗りました。元島民の方の39名が乗ったのですけ

れども、かなり高齢なので足腰が相当弱っているのです。歩くのもままならないという方

もいらっしゃるのです。船だとかなり負担がかかるので、今回最後だと思って航空機墓参

に参加をされたという方はいらっしゃいます。それをつけ加えさせていただきます。 

 嘱託員の関係でございますが、もともと協会には嘱託員に関する規定がありまして、正

規職員ではないのですけれども、ある特定の事業をお手伝いしてもらおうというふうに嘱

託員に関する規定というものがございます。その嘱託員についてはそもそも残業までして

もらわなくて済むような仕事をやってもらうということから、規定上もこれまでは俸給と

通勤手当しか給与の種類として規定上は計上しておりませんでした。ただ、それ以外のと

ころは何かあれば、職員の給与規定に準じますというものはあるのですけれども、そもそ

も残業はさせないという形で、本人にもそう伝えていました。 

 請求があったのは本人が退職してからあったわけですけれども、その請求の内容を確認

すると、やはり同じ担当のところと、ちょっと残業もやっていたというものは当時の上司

からもヒアリングしても、そういう証言もありましたので、そこはやったことは事実なの

で支払いをしたということでございます。 

 そういう実態を踏まえて、協会では今年４月に嘱託員の規定を改正しまして、給与の種

類としてこれまで俸給と通勤手当しかなかったのですけれども、それに明確に超過勤務手

当と休日給をつけ加えまして、規定上も明確にしたという取り扱いでございます。 

○石川委員 わかりました、ありがとうございます。 

○田辺座長 よろしゅうございますか。他に何か。 

 大隈委員、よろしくお願いいたします。 

○大隈委員 今のにつけ加えて教えていただきたいのですけれども、その未払い賃金の金
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額はお幾らだったのかと、現在、嘱託の職員の方が何名いらっしゃるのかを教えていただ

きたい。 

 あと１ページ目のところで、今回、融資の関係で、介護関係がメニュー化されたという

ことなのですけれども、これは元島民の方に対してのヒアリングだのアンケート調査等々

によりニーズを把握した上で、これが一番ということの、そうではないとされないとは思

うのですけれども、どういう感じでこれが浮上してきて決定したかということを教えてい

ただきたいと思います。 

 あとこれは本当に全然関係ないのですけれども、今回４月に新理事長さんが御就任され

て、今４カ月ぐらいたったと思うのですが、理事長さんが代わられて何か変わったような

ことがあれば、そちらも教えていただけますでしょうか。お願いいたします。 

○木村局長 請求のあった金額は個別具体的なものであり、個人情報保護の観点から回答

は差し控えさせていただきます。支払う金額については我々も弁護士に相談をしました。

請求があった分については、我々も検証して事実としてやったというのは認めているので

すけれども、もうちょっと下げたいという気持ちがあって相談したのですが、やっていな

い部分についてもちゃんと証明できないと下げられないということもあったので、事実や

った部分、まさにその時間全て職務を傾注してやっていたかどうかというところまではわ

かりませんけれども、実際にやっていた部分があったので満額を払ったということでござ

います。 

 現在、嘱託員については東京事務所にはおりません。１人もいません。札幌事務所には

何人かおりますけれども、札幌事務所においては従前からも残業はしないという形で、実

態はそのようにやっております。 

○大隈委員 今回の方も札幌事務所の方だったのですか。 

○木村局長 いえ、東京事務所です。四島交流の事業のお手伝いという役割を担っていま

して、時期になるとどうしても残業しないと間に合わないところがあって、実態としては

やっていたということがあったので、それは払ったということでございます。 

○鶴田課長 融資事業の見直しのプロセスですけれども、前中期目標にきちんとした需要

を調べ、その効果を検証した上で真に貸し付けに関する法律、旧漁業権者法に沿った見直

しをせよという指示を受けておりました。過去、中期目標期間の５年間でいろいろな分析

をした結果として、どこに欠点があるのか、どこに需要が伸びない部分があるのかという

のはそれぞれ分析をした上で、生活資金については立法時の現状と変わってきているとい

うことも、もちろんいろいろ調べる、説明会に行って法対象者の意見を聞く、それからい

ろいろな貸し付けをしておりますので、漁業組合を通じていると漁業組合の職員から意見

聴取をするというところを分析した上で、今どういう需要があるということをいろいろと

聴取した結果として、勝手なことを言う人もいるのですけれども、やはり高齢化に伴って

介護というものが大きいということです。 

 それから、この低金利の時代に、生活資金につきましては３％というちょっと高い、こ
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れをどうにかしてほしいという意見がありました。生活資金自体、厚生資金等は統合した

りして、当時リスクが高い資金になりますのでずっと足踏みしていたのは事実です。ただ、

スタート時から３％であったことも事実なので、ここは思い切って御理解いただいてメニ

ューの見直し、要するに要望書の変更として生活資金の金利は少し下げるという形で、１.

数％にするという見直しを図っています。 

 最も大きいのは、法対象者である島民の方々の高齢化、それに伴う介護というのは重要

な問題になりますし、介護されるほうもするほうも生活が変わってしまうような事態があ

りまして、その支援は大きな意味の援護として当然かなということで、まずは実態の調査

をする、その後に意見聴取をする、その上で真に法にのっとったものかどうかを我々が検

討し、監督官庁さん、内閣府さん、水産庁さんの御指導をいただきながら見直しに至ると

いう感じです。法改正につきましては、要望等を踏まえつつ、政策的観点も踏まえつつ改

正をするという形になると思っています。 

○齊藤参事官  最後の新理事長の話は、まさに中期目標のときにも申し上げましたけれど

も、新体制で新中期目標になるという中で公募の結果、元NHKの記者さん、政治部長、その

後はNHKインターナショナルの理事長をやられた諸星衛さんという、今の官邸にも非常にパ

イプの太い立派な方に来ていただいて、この問題をどう発信していくのかみたいなのにも

非常に関心を持たれていらっしゃって、着任以降も我々も審議官を含めて何度もお話をさ

せていただく中で、随分自分の名のもとにやっていこうという意気込みでやっていだたい

ています。 

 具体的にはまさに新年度になってから予算執行が始まりますので、本年度の事業の内容

を見ても先ほど申し上げた、例えば「ふれあい広場」というリアルイベントに関しても、

よりどういう形で情報を伝えていくかとか、そういったことも含めたような企画内容にも

なっていますし、来年度の予算要求はこれから中身を精査していきますけれども、その意

見交換ですとか、今いただいているアイデアを見ても発信ですとか、そういったところに

非常に注力されているという印象を持っています。 

 日ごろ接しているのは私ではないので、もしかしたら事務局の方がいろいろな意味で、

理事長が代わったことによる効果などで補足があるかもしれません。 

○木村局長 せっかくなので、何と言ったらいいかというのはあれですけれども、元政治

記者をやられていたということで、すごく世の中に関心がある。世界情勢とかいろいろあ

って、しょっちゅういろいろな人と連絡をとって、いろいろ情報収集をしているというと

ころがあります。業務的には理事長も自分がリーダーシップをとらなければいけないとい

う認識がかなり強くあると思っています。 

 今、出ましたけれども、これからの若い人の世代はSNSでいろいろ情報収集、発信してい

るので、それを強力に取り組まなければいけない。協会の中で自分も入るから一緒にプロ

ジェクトチームをやろうと言って、自分から声をかけて全職員に一緒にやろうと言って、

手を挙げてくださいと言ったら私と総務課長以外はみんな手を上げて、みんなで理事長を
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含めて議論をしています。課長はどうですか。 

○鶴田課長 NHKの記者をやられていたということで、若いころは下に落ちている情報も拾

い上げてということもされていたのだと思っております。何が言いたいかというと、場合

によっては目線を下のほうまで下げて会話をしてくれる。ときには高い次元から、俺に任

せろというリーダーシップを持ってくれていると現状ではそう思っております。リーダー

シップを持って対応をしてくれているということは非常に大きい、頼りがいのある方だな

と思っているところです。 

 SNSについては、若い人の発想で事を動かすのだということです。若い人たちと目線を合

わせてリーダーシップをとるということもできる。若い者を盛り立ててみんなでやってい

こうという気持ちも持った新理事長と今は思っております。 

○大隈委員 ありがとうございます。 

○田辺座長 他はよろしゅうございますでしょうか。一応、御質問のほうにはお答えいた

だいたと思いますので、何かこの評定それから理由等に関して御異議等はございますか。

よろしゅうございますか。 

 それでは、北方領土問題対策協会の平成29年度の業務実績の評価案につきましては、当

懇談会としてはこちらでよろしいということで確定したいと存じます。ありがとうござい

ました。 

 次は重なるところが多いかもしれませんけれども、北方領土問題対策協会の第３期の期

間実績評価案について議論してまいりたいと思います。 

 同じく参事官より御説明をお願いいたします。 

○齊藤参事官 説明は先ほど申し上げたように、重なるところが大変多くございまして、

実は今回のこの評価案は、そもそも29年度見込み評価に残りの分を加えていますので、先

ほどＣの扱いのところだけが恐らく影響してくるかなと思ってございまして、これは今度

５カ年含めてもこの事案に関しては重く受けとめてＣという評価にしています。 

 先ほど詳細な説明があったように、小さな組織でどちらかというとこれまで余りそうい

う状況を想定していない、そういう中で実際には逆に業務をしていくと、特に交流事業は

肌感覚ではわかっている中で、制度と実態がマッチしていなかったところもあって、それ

が顕在化したということでございますので、対応に関してはしっかりやって、先ほどのと

おりですけれども、それも含めてもこの期間の評価もＣにしたところでございます。 

 他方、全体的な評価としては全体を落とすほどの評価理由ではないという評価の仕方を

して、全体はＢのままにしておりまして、その他、書いてある内容の説明については先ほ

どの29年度と同じでございます。そこの扱い方に関して、要は監督官庁としては期間とし

てもＣつけざるを得ないという中で、全体評価としては年度評価でもＣをつけてＢにして

いますので、それからすると全体はＢという評価でいいかと思った次第でございます。 

 簡単ですけれども、以上です。 

○田辺座長 ありがとうございました。 
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 今の御説明を含めまして、御質問等がございましたらよろしくお願いいたします。 

 若干しつこいですけれども、このＣのところで、ありていに申し上げて時間外をやると

きというのは、基本は上司にお伺いして上司の命令があってやるという構造になっている

わけですよね。把握していなくて働いているということは、勝手に働いているという言い

方もあるのですが、逆に言うと時間管理をやっていないということですかという。小さな

組織なので、ぎちっとした時間管理というのは入れづらいところもあるのかもしれません

けれども、ただ、こういう形が出てくると時間の管理とか、今後、働き方改革で残業のほ

うも締めつけが来ると思いますので、終わったことは終わったことではありますが、しっ

かりして対応をしないと後でしっぺ返しをくらいますよというところはあろうかと思うの

です。 

○齊藤参事官 そうですね。そういうこともあって重く受けとめ、かつ、しっかりと対応

をしますということです。 

○田辺座長 ちなみにこれはタイムレコーダー、それともパソコンのあれで時間を。 

○木村局長 勤怠管理は、我が社はタイムレコーダーというのはないので、基本的に出勤

簿と、あるいは休暇簿で勤怠管理をしているところです。そういう意味で、前回請求があ

った日々の退社時間が書いて請求が来たのです。それを確認する方法として上司の退社時

間と比べてみました。９カ月間全部。そうすると基本的にその範囲でマッチしているので

す。それで当時の上司にも確認をしましたけれども、どうしても出ないことをわかりつつ

も、時期になると手伝ってもらわないといけないので手伝ってもらっていた。そういう実

態があったので、そこはやはり問題があるということで、今後は委員長がおっしゃるよう

にちゃんと上司のほう、あるいは全体の人事管理をしている総務課のほうでもちゃんと見

ていくという形にしたいと思っています。 

○田辺座長 ねちっこくて申しわけございませんけれども、大体１件あると１件では済ま

ない事案なので、嘱託の方は今はいらっしゃらないので出てこないのかもしれませんが、

なかなかこういうのは１人の問題だけにとどまらないところがございますので、今後御注

意いただければという感じがいたします。 

○木村局長 ありがとうございます。 

○田辺座長 他はいかがでございましょう。よろしいですか。Ｂが大宗を占めていて、内

部コンプラのところがＣ、総合評定も全体でＢです。総合評定は啓発事業のところで幾つ

かのイベント、それからFacebook、ツイッターなどの若者相手への層の拡大等々幾つか書

いておりますけれども、こういった点も含めて何か御意見はございますか。よろしゅうご

ざいますか。 

 それでは、こちらの期間の実績評価案につきましても、当懇談会としてはこちらの原案

をお認めしたいということで確定したいと存じます。よろしゅうございますでしょうか。 

（委員首肯） 

○田辺座長 ありがとうございました。 
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 ちなみにこれは余りあれではあるのですが、他の独法の評価を見ると、こういう欄では

ないのですが、全体の欄の中で、例えば理事長のリーダーシップを書く欄があるものもあ

りますので、リーダーシップについて特に見ていただきたいとか、これだけ小さな組織だ

とリーダーシップのあり方というのがかなり大きな意味を持つと思いますので、全然違う

組織だと理事長が２年間ぐらいいなくても、この組織は動いているのだなと思ったものは

ありますけれども、恐らくここはそれとは違う側面があろうか思いますので、そういった

中期評価の欄のこれでいいのかというところを含めて、御検討いただければという感じを

私はしております。他は何かございますか。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、北方対策本部、北方領土問題対策協会の議題に関しましては、これで終了し

たいと存じます。どうもありがとうございました。御退席いただいて結構でございます。 

○齊藤参事官 どうもありがとうございました。 

（北方対策本部・北方領土問題対策協会退室） 

○田辺座長 それでは、大分時間が早くなっておりますけれども、決して悪いことではな

いと思いますので、最後に事務局から今後の当懇談会の予定等についての御説明をお願い

いたします。 

○平井補佐 それでは、私から今後のスケジュールについて御説明をさせていただきます。 

資料４をご覧ください。 

 まず「１.業績評価」についてでございます。本日、７日、この有識者懇談会を開催させ

ていただき、評価について御検討いただきました。本懇談会を踏まえまして８月中旬から

下旬にかけて、内閣府の内部手続、具体的には決裁等でございますが、これを進めてまい

ります。この手続を経まして、８月下旬を目途に評価結果を法人へ通知し、これとほぼ同

じタイミングで総務省の独法評価制度委員会へ評価の通知をいたします。 

 次に「２.目標」についてでございます。目標につきましては次回の有識者懇談会にて、

国立公文書館の平成31年度目標案について御検討いただくことを予定しております。開催

時期についてでございますが、今年12月から来年１月目途の開催を考えております。恐ら

く来年１月の開催となろうかと思われますが、具体的な日付につきましては、事前に先生

方の御予定をお聞きいたしまして、調整をさせていただきたいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。その懇談会開催後、内部手続を経て２月下旬を目途に、公文書館

の新しい目標を主務大臣として決定し、法人へ指示をするという段取りになっております。 

スケジュールについては以上でございます。 

○田辺座長 ありがとうございました。 

 何か御質問はございますか、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、これで終了ということでございます。 

○河田課長 以上をもちまして、本日の委員会を終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 


